
 

船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年９月１２日 １６時４８分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港内 

 鹿児島港谷山２区東防波堤灯台から真方位２５７°１.１海里(Ｍ)

付近 

 （概位 北緯３１°２８.７′ 東経１３０°３１.１′） 

事故の概要 貨物船ぶーげんびりあは、出港操船中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年１１月２１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 ぶーげんびりあ、９９９トン 

１３３５７２、岩崎産業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷船尾部船底外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  北東、風速  約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 低潮時、潮高 約１４１cm 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか７人が乗り組み、コンテナ１４個及び車両４台を

積載し、鹿児島県西之表市西之表港に向け、船尾着けしていた鹿児島

港谷山二区１１号岸壁（以下「本件岸壁」という。）を離岸した。 

 本船は、離岸後、約４ノットの対地速力で港外に向けて左転を始め

たところ、本件岸壁の南方約３００ｍに拡延する浅所に乗り揚げた。 

 船長は、潮が満ちるのを待ち、本船を自力で離礁させ、本件岸壁に

接岸させた後、浸水等の被害がないことを確認した。 

船長は、令和４年５月から本船に船長として乗船していたが、本件

岸壁から出港するのは初めてであった。 

 船長は、本件岸壁の南方にある造船所の岸壁に、本船とほぼ同じ大

きさの船舶が出入りしているのを見たことがあったので、本船も本件

岸壁の南方の港域を同様に航行できるものと思っていた。 

船長は、出港前に、海図に記載された水深をよく確認していれば良

かったと本事故後に思った。 

 海図Ｗ２１４Ｂ（鹿児島港南部）には、本事故発生場所の水深が

３.１ｍと記載されている。 

本船の喫水は、船首約２.８ｍ、船尾約４.８ｍであった。 

（付図１ 事故発生経過概要図 参照） 

分析  本船は、出港操船中、船長が、本件岸壁南方沖に拡延する浅所の存

在を知らず、港外へ向けて左転しながら、同浅所域を航行する経路で



 

航行したことから、同浅所に乗り揚げたものと推定される。 

船長は、本件岸壁からの出港が初めてであったが、本船と同程度の

大きさの他船が対岸の岸壁を出入りしている様子を見ていたことか

ら、海図記載の水深を確認することなく、本船も問題なく航行できる

と思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が出港操船中、船長が、本件岸壁の南方沖に拡延す

る浅所の存在を知らず、港外へ向けて同浅所域を航行する経路で航行

を続けたため、同浅所に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、初めて出入りする港湾においては、他船の通航状況のみ

で自船の通航の可否を判断することなく、あらかじめ浅所の位置

等について水路調査を行い、航行に支障となる危険な箇所の状況

を確認しておくこと。  
 

付図１ 事故発生経過概要図 
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